
株式会社岩手マイタック 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計

画を策定する。 

 

 

〇計画期間 

令和 4年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

 

〇目標 

全社員の年次有給休暇取得日数を 7日以上にする。 

 

〇取組内容・実施時期 

令和 4年 4月～ 社員の毎月の有給休暇取得日数をデータ化したものを、各部署

で共有できるようにする。年間の有給休暇奨励日を周知する。 

 

令和 5年 4月～ 前年の取組の結果を確認し、取得の少ない社員にヒアリングを

行い、上司に有給休暇の取得を促す。 

 

令和 6年 4月～ 各部署の有給休暇取得率の結果を振返り、全社員にヒアリン

グを行い、取組の見直しを検討する。 


